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納税相談に必要なもの
納税相談に必要なものは、主に以下のとおりですので納税相談に出かける際には確認のうえ必ず持参してください。
なお、 記載した以外にも必要となる場合がありますので、 ご了承ください。

共通事項
･印鑑 (納付--=告の場合は通帳印)

預貯金通帳 (申告者本人名義のものに限る)
※金融機関名と口座番号が分かれば通帳でなくてもかまいません。

農業収入がある方
･｢農業所得基礎資料報告書｣ (事前に配布してあります)
･川又入｣ とそれに伴う ｢支出 (経費等)｣ の分かる書類

給与収入のある方
･｢源泉徴収票｣ 又は ｢支払証明書｣ (勤務先より配布)

年金収入のある方

･｢源泉徴収票｣ (年金支払機関より送付)
※国民年金の源泉徴収票を紛失したときは、｢ねんきんダイヤル

0570‐05‐1165｣ に連絡し再発行を受けてください。

上記以外の収入がある方
･｢収入｣ とそれに伴う ｢支出 (経費等)｣ の分かる書類

医療費控除を受ける方
｢領収書｣ 又は ｢レシート｣
※個人ごとの合計額を計算しておいてください。
※合計所得金額の5 % (上限10万円)を超える額が控除額となります。

国民年金保険料控除を受ける方

･｢控除証明書｣ (月本年金機構から送付)
※紛失したときは、｢ねんきんダイヤル 0 5 7 0‐0 5‐

116 5｣ に連絡し再発行を受けてください。

生命保険料控除･地震保険料控除
(長期損害保険料を含む)を受けられる方

｢控除証明書｣ (保険会社より送付、 J A 高山支店は
窓口で配付を受けてください)

初めて住宅借入金等特別控除を受けられる方

｢住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書｣
(借入金融機関から送付)
｢住民票の写し｣ (住所地の市区町村で交付)
｢家屋の登記事項証明書｣ (前橋地方法務局中之条支
局で交付)

･｢請負契約書｣ 又は ｢売買契約書｣

税務署から確定申告書を送付された方

｢確定申告書｣ (税務署から送付されたもの)

平成25年 (平成24年分所得) 納税相談日程
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2 月 16日 (土)
17日 (日)
18日 (月) 基幹集落センター 北之谷 ･熊野 午前9 時0 0分~ 午後3 時00分まで
19日 (火) 基幹集落センター 戸室 ･火の口 午前9 時0 0分~ 午後3 時00分まで
20日 (水) 関田住民センター 役原 ･関田 午前9 時0 0分~ 午後3 時0 0分まで
2 1日 (木) 原住民センター 原 午前9 時00分~ 午後3 時0 0分まで
22日 (金) 本宿公民館 本宿 午前9 時00分~ 午後3 時0 0分まで
23日 (土)
24日 (日)
25日 (月) 新田地区集会所 新田 午前9 時00分~ 午後3 時0 0分まで
26日 (火) 役場2 階第 1会議室 五領 午前8 時30分~ 午後3 時0 0分まで
27日 (水) 役場2 階第 1会議室 梅沢 ･茶屋ケ松 午前8 時30分~ 午後3 時00分まで
28日 (木) 役場2 階第 1会議室 判形 午前8 時30分~ 午後3 時00分まで

3 月 1日 (金) 役場2 階第貸会議室 村内全域 午前8 時30分~ 午後3 時00分まで
2 日 (土)
3 日 (日) ･

4 日 (月)

役場2 階第 1会議室 村内全域 午前8 時30分~ 午後3 時00分まで

5 日 ひく)
6 日 (水)

7日 (木)
8 日 短め
9 日 (土)
10日 (日) 役場2 階第 1会議室 村内全域 午前8 時30分~ 午後3 時00分まで
11日 (月)

役場2 階第 1会議室 村内全域 午前8 時30分~ 午後3 時00分まで

12日 (火)
13日 (水)
14日 (木)
15日 (金)

※期間中の納税相談を極力効率よく行うため、 従来の地区割及び時間の見直しを行いました。
相談会場へお出かけの際は、 対象地区、 時間をよくご確認ください。
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学校給食を食べてみませんか

＼~ ＼
選

を食べながら 考えましょう 語り合いましょ討 ＼
>子どもたちの食と健康を ! 学校と家庭そして地域で !
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l o 日 時 平成25年2 月2 1日 (木)
12時から 1時

o 場 所 高山小学校 僅階 会議室
.うぐいす揚げバン .牛乳

○ 費 用 26 0円 (当日集金します)
○ 申し込み 高山村学校給食センター ･ベーコン卵巻き ･こんにゃくサラダ

電話 (63‐28 11)でお申し込みください。 .ポトフ .ぽんかん
○ 締め切り 2 月 13日 (水) まで

予定献立

券 平成25年2月↑日

※今後も、 相談時間の短縮に向け努力していきますので、 皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
納税相談についてご不明な点は役場税務課までお問い合わせ下さい。 公6 3‐2 1 1 1

◎農業収入のある方へ (自家用の分だけを作っている方を含みます。)

配布もれを防ぐため全世帯に ｢農業所得基礎資料報告書｣ を配付しております。
必要事項を記入のうえ、 領収書等と併せて相談会場へ持参してください。

◎消費税申告 ･青色申告のある方へ
消費税及び青色申告は税務署で直接申告をお願いいたします。

翹轢きどうなになそ癲ゞ

◎医療費控除のある方へ
治療費又は医薬品購入の領収書などを、 個人ごと (受診者又は購入者ごと) にまとめ、 その合計額を計
算しておいてください。
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平成24年度歳末たすけあい募金のお礼
歳末たすけあい募金につきましては、 皆様方から行政区を通じての個別募金、 事業所関係の法人募金や個人の方からの

募金等、総額8 76 ,72 3円というたくさんの尊い募金をしていただきました。これらの募金は村内在住の長期療養者128名、
在宅療養者72名、 一人暮らし老人97名の方々に歳末慰問金として有効に使わせていただきました。 ご協力大変ありがと

うございました。

◆ 平成25年2月 1日
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高山運輸倉庫株式会社 様 1O Q O O O

平形忠男 様 10 0 .0 0 O

本宿八起会 様 15 ,5 18

篤志募金 4 225

小計② 2 19 ,7 4 3
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平成24年度歳末たすけあい募金表
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原 10 6 5 3 ,10 0 4 4 ,0 0 0 3 6 ,0 0 0 l O 5 00 0 1 14 6 8 ,10 0

本宿 9 4 4 7 ,0 0 0 17 17 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0
ノ 3 ,0 0 0 2 1Q OO O 1 16 8 1,0 0 0

新田 13 5 6 7 ,3 6 0 15 15 ,0 0 0 4 8 ,0 0 0 ! O メ 5 ,0 0 0 75 5 9 5 3 6 0

五領 5 4 2 6 ,8 0 0 13 13 ,0 0 0
ノ 2 ,0 0 0 l O i O 6 8 4 1,8 0 0

判形 16 3 8 1,5 0 0 17 17 ,5 0 0 4 8 ,0 0 0 ! O 3 15 ,0 0 0 18 7 12 2 ,0 0 0

役原 5 1 2 5 ,5 0 0 2 2 ,0 0 0 l O l O ＼ O 5 3 2 7 ,5 0 0

関田 6 6 3 3 ,0 0 0 1 ,0 0 0
′ 2 ,0 0 0 ! O 2 10 ,0 0 0 7 0 4 6 0 0 0

戸室 4 7 2 3 ,5 0 0 7 7 ,0 0 0
′ 2 ,0 0 0 l O 2 10 ,0 0 0 5 7 4 2 ,5 0 0

火の口 2 7 13 ,5 0 0 7 7 p o o ! O l O l O 3 4 2 0 ,5 0 0

北之谷 4 0 2 0 ,0 0 0 4 4 00 0 l O 2 6 0 00 l O 4 6 3 0 ,0 0 0

熊野 5 0 2 5 ,0 0 O 3 3 ,0 0 0 i O ! O 1 5 ,0 0 0 5 4 3 3 ,0 0 0

梅沢 5 3 2 6 ,2 2 0
ノ 1,0 0 0 2 4 ,0 0 0 f O ? a ooo 5 7 3 9 ,2 2 0

茶屋ケ松 16 8 ,0 0 0 2 2 ,0 0 0 萎 O l O l O 18 10 ,0 0 0

小計① 亀0 2 9 6 5 6 ,9 8 0
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｢ちょっぴりN O !テレビデー｣の紹介

今日荻 - -

　　　　 　　　　　　　　　　　

,
簗 わびテNol

i　　　　　 　　　　　
　　　　 　　　　 　　

灘鱈野･券.精う･癆◆《勢･瑯搗き･隣

赤い羽根共同募金のお礼とご報告について

昨年10月より、全国一斉に実施された ｢赤い羽根共同募金=こ
小 ･-中学校からは、学校募金としてご協力いただきました。
小学校では J R C 委員会でクラスごとに募金箱をおいて、募金

を集めてくれました。中学校では生徒会が、役員改選のあとの初め
ての仕事として取り組み、クラスごとに募金箱をおき協力を呼び
かけました。12月2 1日には生徒会本部役員のみなさんが村長室を
訪れ、副村長に募金を手渡しました。
児童、生徒のみなさんからのあたたかい募金は、地域の社会福祉

活動やボランティア活動のために使われます。
ご協力ありがとうございました。
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写真は中学校生徒会のみなさんが募金を届けてくれたところです。

高山村一貫教育推進委員会では、 毎年実施している生活習慣チェックリストの集計結果で、 村全体の子どもた
ちに共通している “日" の項目が悪かったことに着目し、｢ちょっぴり N O !テレビデー｣ を提唱し、

“毎月○のつ

く日の夕ご飯は、 テレビを消して一家団藥" を合い言葉に、 昨年 10月より村内の保育所 ･幼稚園 ･小学校 ･ LP

学校の子どもたち全員が足並みを揃え、 実践に取り組んでいるところです。
テレビを消した食卓ではきっと家族で楽しい会話が弾んでいることでしょう。 また、 長時間テレビに浸かって

いては、 決して目の環境にもよくありません。
現在は月 3 回の実施ですが、 今後、 高山村の子どもたち全体に ｢ちょっぴり N O !テレビデー｣ が定着してい

けば、 すばらしい成果につながるのではないかと期待しています。

昨年10月より、 全国一斉に実施された ｢赤い羽根共同募金｣ に、 村民の皆様からのあたたかいご理解とご協

力をいただき大変ありがとうございました。 また、 小 ･ -l-学校からは、 学校募金としてご協力いただき厚くお礼

申し上げます。 ｢赤い羽根共同募金｣ は、 社会福祉活動やボランティア活動のために使われます。
募金の内訳
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原 3 6 ,9 6 0 役 原 18 ,20 0 熊 野 1 6 ,2 4 0 小学校 6 ,14 4

本 宿 39 ,4 8 0 関 田 23 ,8 0 0 梅 沢 2 2 ,9 6 0 中学校 9 ,4 6 3

新 田 50 ,6 8 0 戸 室 19 ,0 4 0 茶屋ケ松 7 ,0 0 0 小計② 15 ,6 0 7

五 領 2 2 ,6 8 0 火の口 10 ,3 6 0 小計① 34 7 ,8 0 0 合計①+② 363 ,4 0 7

判 形 6 7 ,2 0 0 北之谷 13 2 00

☆目標額 3 4 0 ,4 0 0円 実績額 3 6 3 ,4 0 7 円 役場 住民課

小学校と中学校でも募金活動 ｢赤い羽根共同募金｣

広報熟も＼熊理 纜
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